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通算 883 号 2019 年 1 月 10日発行 

   

「パートタイム・有期雇用労働法」改正案 妥結 
令和２年４月１日から施行されるパートタイム・有期雇用労働法の改正により導入される

同一労働同一賃金への対応が１１月２８日の団体交渉で示されました。教職員組合では、広

く組合員の意見を聞くとともに、合同職懇や中央執行委員会で対応を考えてきました。 

 （提示された内容は、組合そくほう 880号に掲載しています。） 

 

 大学からの改正案の内容は、次のとおりです。 

 ①非常勤職員の基本給の引き上げ 

 ②非常勤職員の特別休暇の新設 

 ③現行の一斉夏季休暇に併せて、計画年休を取得し、一斉休業とする。（8 連休以上とな

ります。） 

 

②について、1週間あたりの勤務日が少ない非常勤職員の扱いについて聞いたところ、出勤

日数に応じて特別休暇の日数を減らすなどは、全く行わないとの回答を得ました。 

③については、常勤・非常勤に関係なく休暇日が増える事ですので、原則的には問題ないの

ですが、実施しない事業所（病院）があります。この点について聞いたところ、病院には一

斉休暇や休暇日を指定する計画年休などの導入はなく、来年も今年と同じ対応の予定である、

との回答がありました。 

 

 ①の基本給の引き上げについては、たとえば現行時給 900 円の賃金を 950 円に改正し、

それ以外の時給もアップします。 

 昨年度の組合執行委員会が 900 円を 1,050 円に賃上げするよう要求していますので、交

渉では再度この金額を要求しました。 

 大学からは次のような回答がありました。 

 ・大学は常に国家公務員や地方公務員、民間企業などの非常勤職員の賃金について、情報

収集をしている。 

 ・1,050円の基礎となる長野県の非常勤職員の平均賃金 1,010円を調べたところ、技術職

などを含む賃金であったので、県の担当部局に「事務職員の賃金の平均」を聞いたところ、

そのような金額は算出していない、との回答を得た。 

 ・今回の 950円についても、情報収集の結果なども参考にして算出したものである。 

 ・信州大学では、非常勤職員の雇用財源は、非常勤職員が所属する部局で賄っているので、

すべて所属部局予算の中で賃金を支払う。今回の改正も、全部局より内諾を得たので案とし

て示している。 
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 組合として恐れるのが、950円が固定化し、長期間基本給がアップしないことです。 

 またボーナスをどうするか、の問題も解決していません。 

 

 その後いろいろな議論をする中で、大学より「組合から基本給の見直しの要求があれば、

真摯に対応する。今後も非常勤職員の賃金の相場等の情報収集を今までと同様にしていく。」

と回答を得ました 

 

 基本給については不満もありますが、来年度から地方公務員もボーナスが支給される事や、

他の国立大学の状況を考えると、今回の大学提案は評価できるものでもあり、金額について

は今回大幅アップを求めるのではなく、今後の交渉を通じて改正を求めていくこととし、大

学からの提案を受け入れることにしました。 

 

 4月 1日から実施されます。 

 

 

「新」年俸制の在職者への適用について 
  

 年俸制について、「今後、内部昇進等への導入も検討」との原案でしたが、在職者も希望

する人は年俸制に切り替えることができるようになりました。 

 各教員が個別に申し出ることで、切り替えが可能となります。また希望すれば月給制から

年俸制に変更した場合のシミュレーションを個別に行うと、大学より話がありました。 

 

 組合では「年俸制になっても不利益にならないようにして欲しい」と予てから申し込んで

いましたが、全員ではないとのことでしたので、説明を受けるに留めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


